
泉町の人の動き

【世帯数】 ７９５世帯

【人 口】 １８１１人
男 ９００人 女 ９１１人

令和元年７月末現在■発 行 八代市泉支所

■編 集 泉支所地域振興課 ℡ 67－2111

■発行日 令和元年９月１日

※口座振替をご利用の方は、事前に口座の残高をお確かめください。
※お問合せ等ございましたら、地域振興課市民サービス係までご連絡ください。

問合せ先：地域振興課市民サービス係 ６７－２１１１

令和1年９月２日（月）納期限
◆市県民税（普通徴収） ２期
◆国民健康保険税 ５期
◆介護保険料 ５期
◆後期高齢者医療保険料 ２期
◆市営住宅家賃等 ８月分
◆簡易水道使用料 ８月分（７月使用分）

坂本町、東陽町、泉町で行っている簡易水道事業の使用料金を令和元年１１月分（１０月使用分）から
改定することになりました。

詳しい改定内容につきましては、広報やつしろ９月１日号の折込チラシをご覧下さい。
使用者の皆様には、ご負担をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

問合せ先：八代市水道局 簡易水道係 ４５－２２１４

７月２８日（日）、五家荘渓流キャンプ場において『第３１回ヤマメつかみ取り大会』が開催されまし
た。このイベントは、ヤマメつかみ取り大会実行委員会（泉町観光協会）主催で、夏休みのファミリー向
け体験型イベントとして毎年開催されており、夏でも比較的涼しい五家荘で思い出作りをしてもらおうと
企画されました。

当日は台風の影響が心配されましたが、天候に恵まれ２００名を超える参加があり、参加者は冷たい清
流につかり、つかみ取りを楽しんでいました。

また、青少年指導員さんによる街頭指導も同時に行われました。

9月1日は『防災の日』です。台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、それらの災害
に対処する心構えを準備するためとして、1960年に内閣の閣議了解により制定されました。また、
1982年からは、9月1日の『防災の日』を含む1週間（8月30日から9月5日まで）が『防災週間』と定
められています。

防災の日を9月1日に制定したのは、1923年9月1日に発生し、10万人以上の死者・行方不明者を出し
た『関東大震災』に由来しています。また、気象庁の『気象統計情報』によると、8月から9月にかけて
台風の接近・上陸が多く、制定の前年である1959年9月には、5,000人を超える死者・行方不明者を出
した『伊勢湾台風（1959年台風15号）』が襲来しました。このことからも、この時期は防災について
考えるいい機会といえるでしょう。

『防災の日』及び『防災週間』では、全国各地で防災訓練をはじめ、防災知識を普及・啓発するための
行事等が行われています。この機会に自分の周囲で起こる可能性がある災害や、身の回りの危険な箇所、
また避難場所や避難経路等を確認して、災害にしっかり備えましょう。

出典：総務省統計局「なるほど統計学園」 http://www.stat.go.jp/naruhodo/index.html

釈迦院の本堂や釈迦院杉を夜間ライトで照らし、幻想的な雰囲気を作り出すイベントが、8月13日に開催
されました。この企画は、泉町観光協会が企画し、当初お盆の3日間を開催する予定でしたが、台風接近のた
め、13日のみの開催になりました。オープニングイベントには八代広域消防本部音楽隊による演奏があり、
黄昏時の釈迦院の森に音色が響き渡り、ライトアップに加え『音色』でも観覧者を魅了しました。

令和1年9月10日（火）納期限
◆市県民税（特別徴収） ３１０８期
◆農業集落排水使用料 ８月分（７月使用分）
◆浄化槽使用料 ８月分（７月使用分）

令和元年１０月ご利用分（１１月ご請求分）から、消費税率の改定に伴いケーブルテレビとインター
ネットの使用料金が改定となります。詳しい改定内容につきましては、９月の回覧をご覧ください。

何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

問合せ先：情報政策課 ３３－４１０３（直通）

令和1年９月30日（月）納期限
◆国民健康保険税 ６期
◆介護保険料 ６期
◆後期高齢者医療保険料 ３期
◆市営住宅家賃等 ９月分
◆簡易水道使用料 ９月分（８月使用分）

日 内    容 場    所

9/1～10/31 五家荘とＳＬ写真展 ふれあいセンターいずみ

泉第八小学校運動会 泉第八小学校

下岳地区敬老会 泉憩いの家

柿迫・栗木地区敬老会 振興センターいずみ

五家荘地区敬老会 振興センター五家荘

秋のいずみ満喫体験 氷川ダム、上の門（栗園）、釈迦院

清流氷川流水対策協議会清掃活動 コミュニティの森周辺・国道443号沿い

24日（火） 秋の全国交通安全運動街頭キャンペーン 泉町和小路交差点

25日（水） 泉校区区長会勉強会 振興センターいずみ

15日（日）

16日（祝）

21日（土）



～ 区長と一緒に学んでみませんか？ ～
泉校区区長会では、毎年、区長の知識習得を目的として勉強会を開催しており、今回は

災害をテーマに下記日程におきまして開催する運びとなりました。
また、役員会において区長のみならず校区民の方々にも参加を呼びかけ、一緒に学んで

みては？という提案があり、校区の皆様も勉強会に参加できることになりましたので、紙
面を通じて勉強会のお知らせを致します。

日 時：令和元年9月25日（水）午後7時開会（8時30分閉会）
場 所：振興センターいずみ3階研修ホール
研修のテーマ：出前講座「災害への備え」、人権DVD放映他

※駐車場に限りがあります、周辺駐車場が満車の場合は泉支所駐車場をご利用下さい。
問合せ先：泉支所地域振興課 67-2111

県南巡回『無料』法律相談会（八代市泉町）開催のお知らせ

９月２１日（土）～３０日（月）までの１０日間、『秋の全国交通安全運動』が実施されます。
また、９月３０日（月）は『交通事故死ゼロを目指す日』です。交通ルールの遵守と正しい交通
マナーを身につけることにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的に行われます。交通事故
に遭わない、遭わせないためにも、交通ルールと正しい交通マナーの再確認をしましょう。
なお、２４日（火）午後１時３０分から和小路交差点において街頭キャンペーンが行われます。

★運動の重点★ ① 子供と高齢者の安全な通行の確保 ② 高齢運転者の交通事故防止
③ 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 ④ 全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の徹底 ⑤ 飲酒運転の根絶

熊本県弁護士会法律相談センターでは、次のとおり『無料』法律相談会を実施します。

【日時】 令和元年９月５日（木） 午後１時～午後４時

【場所】 八代市商工会泉支所（八代市泉町柿迫3188－2 八代市振興センターいずみ２階）

ご相談は、お一人様30分です。予約制となっておりますのでお電話でのご予約をお願いします。

【予約電話番号】
TEL ０９６－３２５－０００９（熊本県弁護士会法律相談センター）
予約受付 月曜～金曜 午前９時～午後５時（祝日を除く）

五家荘げんきドック実施日
９月１４日（土）振興センター五家荘 午前９時～
９月２８日（土）泉第八小学校体育館 午前９時～

１１月 ２日（土）振興センター五家荘 午前９時～
１２月１４日（土）泉第八小学校体育館 午前９時～

上記のような状況の方はいらっしゃいませんか？

『五家荘げんきドック』は、皆さんが「今後も五家荘で暮らしたい」という気持ちを応援します。そ

のためには、今のお身体の状況を知ることが大切です。そこで、まずは『五家荘げんきドック』を受け

て、自分の身体の強いところ、弱いところを知りましょう。費用負担はありませんし、送迎もあります。

40歳以上の方を対象にしていますので「まだまだ若いから」と思っていらっしゃる方も是非参加してく

ださい。皆さんの積極的なご参加をお待ちしております。

参加の申し込みは、椎原診療所(電話：67-5151)へお願いします。

泉町の観光・産業施設である『白岩戸公園』や『氷川ダム』を題材とした、自主学習研究型イ
ベントが８月２１日（水）に開催されました。氷川ダムでは、ダム管理事務所の職員の方からダ
ムの仕組みやダムの役割、さらにはダム管理システムについてわかりやすい説明がありました。
白岩戸公園では、ヤマメのつかみ取りやスイカ種飛ばし大会、ヤマメの塩焼き体験などのイベン
トが実施されました。泉小学校の井上壱ノ助君（５年生）は「氷川ダムの水が天草で飲まれてい
ることにびっくりしました。また、ヤマメのつかみ取りは楽しかったです。夏休みのいい思い出
になりました。」と話してくれました。

１.目的：泉町の観光・産業資源である『栗』『釈迦院』『氷川ダム』などを満喫するイベント
への参加者を募集しています。

２.日程:９月21日（土）（小雨決行） 10：00～15：00
３. 募集人数：20名（先着順 催行最少人数5名、各自で移動ができる方）
４. 料金：1,200円／人
５.イベントの主な内容：(1)氷川ダムの施設見学 (2)栗拾い体験（２キロ分持ち帰り）
(3)釈迦院参拝

６.募集期間：9月2日（月）～9月13日（金）
７.その他：(1)参加者は各自で移動ができる方のみ (2)昼食や飲み物などは各自で準備

問合せ先：泉支所 地域振興課内 泉町観光協会 67-2111

7月11日（木）泉校区区長会役員の研修が行われ、本市の
『エコエイトやつしろ』にて最新のごみ処理施設を視察しまし
た。職員による詳細な説明の後、家庭から出たごみが燃えると
きの熱を発電に利用する『エネルギー回収推進施設』や、資源
物を選別しリサイクル資源として再利用する『マテリアルリサ
イクル推進施設』を見学しました。家庭からゴミとして出され
た後、無駄なくエネルギーや資源に再生する技術の重要性と、
それを維持するには家庭から出すゴミを正しく分別する事だと
いうことを学びました。午後は、話題の坂本地区『鮎やな』の
視察を行い、坂本地区の住民自治を通し『鮎やな』開業の時の
話について聞かせて頂き、意見交換をするなど有意義な研修に
なりました。


